
芝高木保育所指定管理者候補者選定基本調書

団体

指定期間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで（５年間） ４期目

選定種別

非公募

※非公募理由

　選考にあたり、当該施設の目的・役割等を十分に理解し、児童の生活の場として施設
運営が適切に行われ、かつ、施設の運営基本方針・目標、職員の体制、保育体制、保
育内容等が適正であるかについて、運営法人から提出された資料の審査、現地視察、
ヒアリング及び財務分析を実施し、総合的に評価して選考を行った。
　その結果、評価の平均点が「適正」なことに加え、先に実施した保育所利用者アンケー
ト（満足度調査）においても一定の評価を受けている点、保育の継続性・安定性等を考
慮し、川口市指定管理者制度運用指針に定められている公募の例外規定「ウ　施設の
性質、規模、機能等を考慮し、又は設置目的に応じた管理運営を適切かつ効率的に実
施できる民間事業者等であると認められる場合」に該当するので、現在の運営法人を随
意指定するもの。

構造規模

建物規模　敷地面積　１，５１８．００㎡
　　　　　　　延床面積　　　６１６．７２㎡

建物構造　鉄骨造　２階建

施設内容　保育室（１歳児～５歳児）、遊戯室、調乳室、沐浴室、
　　　　　　　事務室兼医務室、更衣室、休憩室、倉庫、調理室、食品庫、トイレ

定　　　員　９０人

所管課 子ども部　保育運営課

２　募集概要・応募状況

募集要旨
【導入目的】

　多様化する保育ニーズに応えるとともに、より効果的・効率的な保育行政を行なうこと
を目的として、「第１次保育所民営化計画」に基づき、芝高木保育所に指定管理者制度
を導入したもの。

１　施設概要

施設名称 川口市立芝高木保育所

設置目的
　保育所は、保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うこ
とを目的とする施設である。（児童福祉法第３９条）

所在地 川口市芝宮根町２０－３１

【年額】

子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第２７条第３
項第１号又は第２８条第２項第１号若しくは第２号に規定する
内閣総理大臣が定める基準により算定した費用及び川口市
公設民営保育所補助金交付要綱に基づき算定した補助金
に相当する額

利用料金 無し

応募団体 1 （　学校法人　大徳寺学園　）

（参考）前指定期間 同上

指定管理料
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法人の目的 幼稚園及び保育所の経営

法人の事業 　上記所在地で北川口幼稚園を運営。

役員の状況 理事長　１名、理事　５名

構成団体１

789/1,080

代　表　者 理事長　井川　展子

主な業種 幼稚園及び保育所の経営

第一位指定管理者候補者

名　　称 学校法人　大徳寺学園

代表団体

所　在　地 川口市道合１２２１

３　子ども部専門委員会における選定結果

法人の目的

法人の事業

【選定理由】

指定管理料

専門委員会における
審査点数

第一次審査 第二次審査

構成団体２

所　在　地

代　表　者

主な業種

法人の目的

法人の事業

役員の状況

役員の状況

所　在　地

代　表　者

主な業種

　子ども部指定管理者候補者選定及び評価専門委員会において、川口市立芝高木保育所の目的・役
割等を十分に理解し、児童の生活の場として施設運営が適切に行われ、かつ、施設の運営基本方
針・目標、職員の体制、保育体制、保育内容等が適正であるかについて、「学校法人大徳寺学園」か
ら提出された資料の審査、現地視察、ヒアリング及び財務分析を実施し、総合的に評価して選考を
行った。
　評価項目に従って、４名の選考委員が１１分野、５４項目について採点した合計点数は、１，０８０点
満点中７８９点、平均点５点満点中３．６５点と評価結果が適正となったことに加え、保護者を対象とし
た利用者アンケート結果においても満足・やや満足の割合が９２．７％と一定の評価を受けている点、
保育の継続性・安定性等を考慮すると「学校法人大徳寺学園」を当該施設の指定管理者候補者として
選定するもの。
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